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【平成２２年の海上犯罪取締りの状況】 

《全国》 

平成２２年における海上保安庁の海上犯罪の送致件数は８，０８９件減）でした。 

過去５年間において、送致件数が最多であった平成２１年と比べ１１１件少ないものの、 

それに次ぐ２番目に多い結果となりました。 

最も送致件数が多かったのは海事関係法令３,９０５件で、送致件数全体の４８．０％を占 

め、漁業関係法令違反の２,２４８件（２７．７％）が続いています。 

《第四管区》 

第四管区海上保安本部管内における海上犯罪の送致件数は５４５件で平成２１年と同じ 

でした。 

最も送致件数が多かったのは海事関係法令違反の２５０件で、送致件数全体の４５．９％ 

を占め、漁業関係法令の１６６件（３０．５％）が続いています。内訳は、次のとおりです。 

法 令 別 件 数 前 年 比 事 例 

刑法犯 ６８件 －１７件 船舶の衝突等による業務上過失往来妨害等 

海事関係法令違反 ２５０件 －１７件 無検査船の不法運航等 

漁業関係法令違反 １６６件 ＋４４件 貝類の漁業権侵害等 

海上環境関係法令違反 ４９件 －１５件 廃棄物の不法投棄等 

その他の法令 １２件 ＋５件 遊漁船への標識の不掲示等 

漁業関係法令違反が、平成２１年に比べ４４件と大幅に増加していますが、これは、平成 

２１年に引き続き漁業資源保護のために、愛知県及び三重県の水産部局等と地域ニーズに根 

ざした連携強化を図り「遊漁者等によるじょれんを使用した貝類の漁業権侵害」の集中的な 

指導・取締りを実施したことによるものです。 

【海上犯罪への取り組み】 

第四管区海上保安本部では、海上における秩序維持はもとより、地域ニーズに基づいた安 

全・安心の確保のため、関係機関との連携・協力体制を強化しつつ、各種取締りに取り組む 

こととしています。 
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